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3 0文科振第5 4 8号

平 成 3 1 年 4 月 1 日

＼ 一

文 部 科 学 省 研 究振興局長

磯 谷 桂

（印影印刷）

「ヒトES細胞の樹立に関する指針」の全部改正並びに「ヒトES細胞の使用に関する

指針」及び「ヒトES細胞の分配機関に関する指針」の制定について（通知）

ヒトES細胞の樹立、 分配及び使用に当たっては、 これまで「ヒトES細胞の樹立に関する指

針」（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第2号）及び「ヒトES細胞の分配及び使用に関する

指針」（平成 26 年文部科学省告示第174号）により、 適正な実施を図ってきたところですが、 今

般、 指針の見直しを行い、 平成31年4月1日付けで、 「ヒトES細胞の樹立に関する指針」（平成

31年文部科学省・厚生労働省告示第4号。以下「樹立指針」という。）、 「ヒトES細胞の使用に

関する指針」 （平成31年文部科学省告示第68号。以下「使用指針」という。）及び「ヒトES細

胞の分配機関に関する指針」（平成 31年文部科学省告示第 69号。以下「分配機関指針」とい

う。）を公示しましたので、 別添のとおり通知します。なお、 改正の趣旨は下記1、 また主な改正

内容は下記2のとおりです。

改正後の指針については、 研究の実施において本指針に定める基準に適合していないと認められ

るものがあったときは、 その旨 を公表するものとするほか、 文部科学省 及び厚生労働省の補助金等

の交付を受けて研究を行う場合に、 補助金等の交付決定の取消し、 返還等の処分を行うことがある



など、 厳格な運用を行う方針です。 つきましては、 貴機関、 貴団体又は管下において研究に携わる

者全てに指針が遵守されるよう、 周知徹底をお願いします。 また、 各研究機関においては、 指針に

基づき研究が適正に行われるよう、 必要な組織体制や内規の整備等の対応をお願いします。

なお、 指針に関して、 下記2のとおり今後ガイダンスを改正するとともに、 下記3のとおり指針

運用窓口を設けますので、 本指針の円滑な運用に向け、 併せて関係者に対して周知徹底をお願いし

ます。

記

1. 趣旨

平成26年11月の総合科学技術・イノベーション会議（CSTI)の指摘を受け、 ヒトES細胞の海

外機関への臨床目的での分配を可能とする。 また、 平成12年の基本的考え方門こおける趣旨にかん

がみ、 これまでのES指針の運用状況や研究機関の要望を踏まえ、 計画書の記載・変更に関する手

続等の合理化を行うとともに、 指針の整備を行う。

※ ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的考え方（平成 12 年 3 月 6 日 科学技術会識生命倫理委員会ヒト胚

研究小委員会）

2. 本指針の主な改正内容

(1)ヒトES細胞の分配関係

① 海外機関への臨床目的での分配について ＇（樹立指針、 使用指針及び分配機関指針）

研究に係る国際協力等の観点も踏まえ、 海外機関に分配するヒトES細胞について、 臨床

目的に供する扱いも可能とする。

② 無償分配の在り方について（使用指針）

使用機関からの分配については、 臨床応用を目的としたヒトES細胞の使用により、 当該

ヒトES細胞に医療上の安全性に係る情報等の付加価値が生じる場合があるため、 必ずしも

無償分配は求めないこととする。

③ その他

• 国内においても使用機関から他の使用機関への分配を可能とする。

ES指針が直接適用されない海外機関への分配については、 これまでの海外分配計画を

廃止し、 ES指針に準じた取扱い要件を分配先との契約等により担保する。

(2)計画書に関する手続関係

① 計画書の記載項目について（樹立指針、 使用指針及び分配機関指針）

実態に合わせて不要な手続を簡素化させるため、 使用計画等において 「研究者の氏名・略

歴・研究業績」、 「使用の終了後におけるヒトES細胞の取扱い」 及び 「ヒトES細胞株の名

称」 等の記載を求めないこととする。

② 計画書の実質的な内容に係らない変更について（樹立指針、 使用指針及び分配機関指針）



機関の長の異動に伴う国への届出の提出は不要とする。 計画の実質的な内容に直接関わら

ない変更については、 倫理審査委員会への意見聴取は特に要しない旨の規定を設ける。

(3)倫理審査委員会関係（樹立指針、 使用指針及び分配機関指針）

倫理審査委員会の男女構成及び専門分野に関する要件等について、 人を対象とする医学系研

究に関する倫理指針（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号）に合わせ、 計画内容の軽

微な変更等については書面による迅速審査が可能であることを明確化する。

(4)指針の整備について

研究機関の要望に応じて、 複雑化している「ヒトES細胞の分配及び使用に関する指針」を、

分配に関する規定を中心に改めて整理を行った上で、 同指針を「ヒトES細胞の使用に関する

指針」と「ヒトES細胞の分配機関に関する指針」に分けて整備する。

(5)その他

記載の適正化・簡素化を行うなど、 所要の改正を行う。

2. ガイダンスの策定について

本指針の各規定の解釈や具体的な手続の留意点等については、 追って「ガイダンス」を改正

し、 文部科学省及び厚生労働省のホ ー ムペー ジに掲載するので、 適宜参照願いたい。

3. 指針運用窓口について

本指針の運用に関する疑義照会等がある場合、 以下に掲げる指針運用窓口において受け付け、

回答することとする。

【指針運用窓口】

0樹立指針、 使用指針、 分配機関指針

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室

住所：〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2

電話：03-5253-4111 （代表）

E-mail : e thics@mext. go. jp

ホ ー ムペー ジ：文部科学省ライフサイエンスの広場 生命倫理・安全に対する取組

h ttp ://1V1V1V. lifes cience. mext. go. jp/bioe thics/seimei_rinri. h tml 

※本件に関する一連の資料を上記ホ ー ムペー ジに掲載しておりますので、 適宜御参照ください。

以上
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文
部
科
学
省

○

告
示
第
四
号

厚
生
労
働
省

文
部
科
学
省

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
六
年

告
示
第
二
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

厚
生
労
働
省

す
る
。平

成
三
十
一
年
四
月
一
日

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
関
す
る
指
針

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

樹
立
の
要
件
（
第
四
条
）

第
三
章

樹
立
の
体
制
（
第
五
条
―
第
八
条
）

第
四
章

樹
立
の
手
続
（
第
九
条
―
第
十
五
条
）

第
五
章

ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
（
第
十
六
条
―
第
二
十
一
条
）

第
六
章

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）

第
七
章

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
（
第
二
十
四
条
―
第
三
十
七
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
三
十
八
条
・
第
三
十
九
条
）



二
頁

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
指
針
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
が
、
医
学
及
び
生
物
学
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
可
能
性
が
あ
る
一
方
で

、
人
の
生
命
の
萌
芽
で
あ
る
ヒ
ト
胚
を
滅
失
し
て
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
全
て
の
細
胞
に
分
化
す
る
可

ほ
う

能
性
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
関
し
、
人
の
尊
厳
を
侵
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
生
命
倫
理
上

の
観
点
か
ら
遵
守
す
べ
き
基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
そ
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

胚

ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
胚
を
い
う
。

二

ヒ
ト
胚

ヒ
ト
の
胚
（
ヒ
ト
と
し
て
の
遺
伝
情
報
を
有
す
る
胚
を
含
む
。
）
を
い
う
。

三

ヒ
ト
受
精
胚

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
ヒ
ト
受
精
胚
を
い
う
。

四

人
ク
ロ
ー
ン
胚

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
い
う
。

五

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞

ヒ
ト
胚
か
ら
採
取
さ
れ
た
細
胞
又
は
当
該
細
胞
の
分
裂
に
よ
り
生
ず
る
細
胞
で
あ
っ
て
、
胚

で
な
い
も
の
の
う
ち
、
多
能
性
（
内
胚
葉
、
中
胚
葉
及
び
外
胚
葉
の
細
胞
に
分
化
す
る
性
質
を
い
う
。
）
を
有
し



三
頁

、
か
つ
、
自
己
複
製
能
力
を
維
持
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
れ
に
類
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。

六

生
殖
細
胞

始
原
生
殖
細
胞
か
ら
精
子
又
は
卵
子
に
至
る
ま
で
の
細
胞
を
い
う
。

七

樹
立
機
関

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
樹
立
す
る
機
関
を
い
う
。

八

使
用
機
関

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
基
礎
的
研
究
を
行
う
機
関
（
海
外
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。

九

分
配
機
関

他
の
機
関
か
ら
寄
託
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
（
基
礎
的
研
究
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

第
三
者
に
分
配
す
る
業
務
を
実
施
す
る
機
関
を
い
う
。

十

臨
床
利
用
機
関

法
令
に
基
づ
き
、
医
療
（
臨
床
研
究
及
び
治
験
を
含
む
。
次
号
、
第
十
九
号
、
第
四
条
第
一

項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
用
い
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細

胞
を
使
用
す
る
機
関
（
海
外
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。

十
一

海
外
機
関

外
国
に
お
い
て
基
礎
的
研
究
又
は
医
療
に
用
い
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用

す
る
機
関
を
い
う
。

十
二

提
供
医
療
機
関

樹
立
の
用
に
供
さ
れ
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
受
け
、
こ
れ
を
樹
立
機
関
に
移
送
す
る
医

療
機
関
を
い
う
。

十
三

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関

樹
立
機
関
の
う
ち
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
、
当
該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を

用
い
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
樹
立
す
る
機
関
を
い
う
。



四
頁

十
四

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
す
る
た
め
に
必
要
な
ヒ
ト
の
未
受
精
卵
又
は
ヒ
ト
受

精
胚
（
以
下
「
未
受
精
卵
等
」
と
い
う
。
）
の
提
供
を
受
け
、
こ
れ
を
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
に
移
送
す

る
医
療
機
関
を
い
う
。

十
五

体
細
胞
提
供
機
関

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
樹
立
の
用
に
供
さ
れ
る
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
す
る
た
め
に
必
要
な

ヒ
ト
の
体
細
胞
（
以
下
単
に
「
体
細
胞
」
と
い
う
。
）
の
提
供
を
受
け
、
こ
れ
を
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関

に
移
送
す
る
機
関
を
い
う
。

十
六

樹
立
計
画

樹
立
機
関
が
行
う
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
関
す
る
計
画
を
い
う
。

十
七

樹
立
責
任
者

樹
立
機
関
に
お
い
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
を
総
括
す
る
立
場
に
あ
る
者
を
い
う
。

十
八

研
究
者
等

樹
立
責
任
者
の
監
督
の
下
で
ヒ
ト
胚
又
は
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
取
り
扱
う
研
究
者
及
び
技
術
者
を

い
う
。

十
九

主
務
大
臣

こ
の
指
針
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
基
礎
的
研
究
を
目
的
と
し
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
あ

っ
て
は
文
部
科
学
大
臣
、
医
療
を
目
的
と
し
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
あ
っ
て
は
厚
生
労
働
大
臣
と
す
る
。

（
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
対
す
る
配
慮
）

第
三
条

ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
取
り
扱
う
者
は
、
ヒ
ト
胚
が
人
の
生
命
の
萌
芽
で
あ
る
こ
と
並
び
に
ヒ
ト
Ｅ

ほ
う

Ｓ
細
胞
が
ヒ
ト
胚
を
滅
失
さ
せ
て
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
全
て
の
細
胞
に
分
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
に
配
慮
し
、
人
の
尊
厳
を
侵
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
誠
実
か
つ
慎
重
に
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
取
扱
い
を



五
頁

行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
章

樹
立
の
要
件

（
樹
立
の
要
件
）

第
四
条

ヒ
ト
受
精
胚
か
ら
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

基
礎
的
研
究
を
目
的
と
し
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
の
方
針

ロ

医
療
を
目
的
と
し
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
の
方
針

二

新
た
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
樹
立
す
る
こ
と
が
、
前
号
に
定
め
る
使
用
の
方
針
に
照
ら
し
て
科
学
的
合
理
性
及
び

必
要
性
を
有
す
る
こ
と
。

２

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
の
用
に
供
さ
れ
る
ヒ
ト
受
精
胚
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

生
殖
補
助
医
療
に
用
い
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
ヒ
ト
受
精
胚
で
あ
っ
て
、
当
該
目
的
に
用
い
る
予
定
が
な
い
も

の
の
う
ち
、
提
供
す
る
者
に
よ
る
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
を
滅
失
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
思
が
確
認
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
適
切
な
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。



六
頁

三

凍
結
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

受
精
後
十
四
日
以
内
（
凍
結
保
存
さ
れ
て
い
る
期
間
を
除
く
。
）
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

必
要
な
経
費
を
除
き
、
無
償
で
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
章

樹
立
の
体
制

（
樹
立
機
関
の
基
準
）

第
五
条

樹
立
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
樹
立
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
、
人
員
、
技
術
的
能
力
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

二

倫
理
審
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
関
す
る
技
術
的
能
力
及
び
倫
理
的
な
識
見
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び

研
修
（
以
下
「
教
育
研
修
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
教
育
研
修
計
画
」
と
い
う
。
）
が

定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
樹
立
機
関
の
長
）

第
六
条

樹
立
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

樹
立
計
画
の
妥
当
性
を
確
認
し
、
こ
の
指
針
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
実
施
を
了
承
す
る
こ
と
。

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
の
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
、
樹
立
責
任
者
に
対
し
そ
の
留
意
事
項
、
改
善
事
項

等
に
関
し
て
指
示
を
与
え
る
こ
と
。



七
頁

三

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
を
監
督
す
る
こ
と
。

四

樹
立
機
関
に
お
い
て
こ
の
指
針
を
周
知
徹
底
し
、
こ
れ
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
。

五

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
関
す
る
教
育
研
修
計
画
を
作
成
し
、
教
育
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

２

樹
立
機
関
の
長
は
、
樹
立
責
任
者
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
の
業
務
を
代
行
す
る
者
が
選
任

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
指
針
（
前
項
本
文
を
除
く
。
）
の
規
定
中
「
樹
立
機
関
の
長
」
と
あ

る
の
は
、
「
樹
立
機
関
の
長
の
業
務
を
代
行
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
樹
立
責
任
者
）

第
七
条

樹
立
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
関
し
て
、
内
外
の
入
手
し
得
る
資
料
及
び
情
報
に
基
づ
き
樹
立
計
画
の
科
学
的
妥
当

性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
樹
立
計
画
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
樹
立

計
画
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
。

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
を
総
括
し
、
研
究
者
等
に
対
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。

三

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
が
樹
立
計
画
書
に
従
い
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
随
時
確
認
す
る
こ
と
。

四

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
関
す
る
教
育
研
修
に
研
究
者
等
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
。

２

樹
立
責
任
者
は
、
一
の
樹
立
計
画
ご
と
に
一
名
と
し
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
関
す
る
倫
理
的
な
識
見
並
び
に
十
分
な



八
頁

専
門
的
知
識
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
と
と
も
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
的
確
に
実
施
で
き
る
者
と
す
る
。

（
樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
）

第
八
条

樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

こ
の
指
針
に
即
し
て
、
樹
立
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
総
合
的
に
審
査
を
行
い
、

そ
の
適
否
、
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し
て
樹
立
機
関
の
長
に
対
し
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
。

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
留
意
事
項
、
改

善
事
項
等
に
関
し
て
樹
立
機
関
の
長
に
対
し
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
。

２

樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
前
項
第
一
号
の
審
査
及
び
第
二
号
の
調
査
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管

す
る
も
の
と
す
る
。

３

樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

樹
立
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審
査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
を
同
時
に
兼
ね
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同
様
の
要
件
と
す
る
。

イ

生
物
学
・
医
学
の
専
門
家
等
、
自
然
科
学
の
有
識
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

倫
理
学
・
法
律
学
の
専
門
家
等
、
人
文
・
社
会
科
学
の
有
識
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

一
般
の
立
場
に
立
っ
て
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。



九
頁

ニ

当
該
樹
立
機
関
が
属
す
る
法
人
に
所
属
す
る
者
以
外
の
者
が
二
名
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

五
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、
男
性
及
び
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
二
名
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ

当
該
樹
立
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
等
又
は
樹
立
責
任
者
と
の
間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画

し
な
い
こ
と
。

二

当
該
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
規
則
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

４

樹
立
計
画
を
実
施
す
る
樹
立
責
任
者
及
び
研
究
者
等
は
、
樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
審
議
及
び
意
見
の
決

定
に
同
席
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
の
求
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
会
議
に
出
席
し
、
樹

立
計
画
に
関
す
る
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
樹
立
計
画
の
軽
微
な
変
更
等
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
、
当
該
倫
理
審
査
委
員

会
が
指
名
す
る
委
員
に
よ
る
審
査
を
行
い
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
審
査
の
結
果
は
、
全
て
の
委
員

に
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
議
事
の
内
容
は
、
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
に
よ
り
非
公
開
と
す

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を
除
き
、
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

樹
立
の
手
続

（
樹
立
機
関
の
長
の
了
承
）

第
九
条

樹
立
責
任
者
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
樹
立
計
画
書
を
作
成
し
、
樹
立



一
〇
頁

計
画
の
実
施
に
つ
い
て
樹
立
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２

樹
立
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

樹
立
計
画
の
名
称

二

樹
立
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

三

樹
立
責
任
者
の
氏
名

四

研
究
者
等
（
ヒ
ト
胚
を
取
り
扱
う
者
に
限
る
。
）
の
氏
名

五

樹
立
の
用
に
供
さ
れ
る
ヒ
ト
胚
に
関
す
る
説
明

六

樹
立
後
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
の
方
針

七

樹
立
の
目
的
及
び
必
要
性

八

樹
立
の
方
法
及
び
期
間

九

分
配
に
関
す
る
説
明

十

樹
立
機
関
の
基
準
に
関
す
る
説
明

十
一

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
関
す
る
説
明

十
二

提
供
医
療
機
関
に
関
す
る
説
明

３

樹
立
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

樹
立
責
任
者
及
び
研
究
者
等
（
ヒ
ト
胚
を
取
り
扱
う
者
に
限
る
。
）
の
略
歴
、
研
究
業
績
及
び
教
育
研
修
の
受



一
一
頁

講
歴
を
示
す
書
類

二

第
十
九
条
第
三
項
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
説
明
書

（
樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
聴
取
）

第
十
条

樹
立
機
関
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
樹
立
責
任
者
か
ら
樹
立
計
画
の
実
施
の
了
承
を
求
め

ら
れ
た
と
き
は
、
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る

と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基
づ
き
樹
立
計
画
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

２

樹
立
機
関
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
を
確
認
し
た
樹
立
計
画
に
つ
い
て
、
当
該

樹
立
計
画
に
係
る
全
て
の
提
供
医
療
機
関
の
長
の
了
解
を
得
る
も
の
と
す
る
。

３

提
供
医
療
機
関
の
長
は
、
樹
立
計
画
を
了
解
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の

意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

４

提
供
医
療
機
関
の
長
は
、
樹
立
計
画
を
了
解
す
る
場
合
に
は
、
当
該
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
お
け

る
審
査
の
過
程
及
び
結
果
を
示
す
書
類
を
添
付
し
て
、
樹
立
機
関
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
主
務
大
臣
の
確
認
）

第
十
一
条

樹
立
機
関
の
長
は
、
樹
立
計
画
の
実
施
を
了
承
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
前
条
の
手
続
の
終
了
後
、
当
該
樹

立
計
画
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
は
、
樹
立
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。



一
二
頁

一

第
九
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
た
樹
立
計
画
書

二

樹
立
機
関
及
び
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
過
程
及
び
結
果
を
示
す
書
類

三

樹
立
機
関
及
び
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則

３

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
樹
立
計
画
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
に
つ
い
て
、

所
要
の
部
会
（
文
部
科
学
大
臣
に
あ
っ
て
は
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
生
命
倫
理
・
安
全
部
会
、
厚
生
労
働
大
臣
に

あ
っ
て
は
厚
生
科
学
審
議
会
再
生
医
療
等
評
価
部
会
）
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基
づ
き
確
認
を

行
う
も
の
と
す
る
。

（
樹
立
計
画
の
変
更
）

第
十
二
条

樹
立
責
任
者
は
、
第
九
条
第
二
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
の
記
載
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
変
更
に
つ
い
て
樹
立
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

了
承
を
求
め
ら
れ
た
樹
立
機
関
の
長
は
、
当
該
変
更
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
樹
立
機
関
の

倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基
づ
き
当
該
変
更
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
を

確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
樹
立
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
に
つ
い
て
は
樹
立
機
関
の
長
に

報
告
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

２

樹
立
機
関
の
長
は
、
前
項
本
文
の
確
認
を
し
た
樹
立
計
画
の
変
更
に
関
し
、
そ
の
内
容
が
提
供
医
療
機
関
に
関
係

す
る
場
合
に
は
、
当
該
変
更
に
つ
い
て
当
該
提
供
医
療
機
関
の
長
の
了
解
を
得
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い



一
三
頁

て
、
提
供
医
療
機
関
の
長
は
、
当
該
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
当
該
変
更
を
了

解
す
る
場
合
に
は
、
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
過
程
及
び
結
果
を
示
す
書
類
を
添
付
し
て
樹
立
機
関

の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

樹
立
機
関
の
長
は
、
第
一
項
本
文
の
了
承
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
変
更
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
に

つ
い
て
主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
樹
立
機
関
の
長
は
、
樹
立
計
画
変
更
書

（
樹
立
計
画
の
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
い
う
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
主
務
大
臣
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
変
更
に
係
る
樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
過
程
及
び
結
果
を
示
す
書
類

二

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
当
該
変
更
に
係
る
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
過
程

及
び
結
果
を
示
す
書
類

４

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
に
つ
い
て
、
所

要
の
部
会
（
文
部
科
学
大
臣
に
あ
っ
て
は
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
生
命
倫
理
・
安
全
部
会
、
厚
生
労
働
大
臣
に
あ

っ
て
は
厚
生
科
学
審
議
会
再
生
医
療
等
評
価
部
会
）
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基
づ
き
確
認
を
行

う
も
の
と
す
る
。

（
樹
立
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
）

第
十
三
条

樹
立
機
関
の
長
は
、
第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ



一
四
頁

の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

２

樹
立
機
関
の
長
は
、
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に

、
そ
の
旨
を
樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
主
務
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

（
樹
立
の
状
況
の
報
告
）

第
十
四
条

樹
立
責
任
者
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
の
状
況
を
樹
立
機
関
の
長
及
び
樹
立
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会

に
随
時
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２

樹
立
責
任
者
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
樹
立
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
樹
立
し
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
株

の
名
称
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
樹
立
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
樹
立
機
関
の
長
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

３

樹
立
機
関
の
長
は
、
樹
立
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
写
し
を
樹
立
機
関
の
倫
理
審
査

委
員
会
及
び
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

樹
立
機
関
の
長
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
主
務
大
臣
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
の
状
況
を
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。

５

樹
立
機
関
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
関
す
る
資
料
の
提
出
、
調
査
の
受
入
れ
そ
の
他
主
務
大
臣
が
必
要
と
認

め
る
措
置
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
樹
立
計
画
の
終
了
）



一
五
頁

第
十
五
条

樹
立
責
任
者
は
、
樹
立
計
画
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
樹
立
の
結
果
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作

成
し
、
樹
立
機
関
の
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

樹
立
機
関
の
長
は
、
前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
写
し
を
樹
立
機
関
の
倫
理
審

査
委
員
会
及
び
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３

樹
立
機
関
は
、
樹
立
計
画
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
保
有
す
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
分
配
機
関
に
譲
渡
す
る
等

に
よ
り
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
適
切
な
取
扱
い
を
図
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供

（
提
供
医
療
機
関
の
基
準
等
）

第
十
六
条

提
供
医
療
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

ヒ
ト
受
精
胚
の
取
扱
い
に
関
し
て
十
分
な
実
績
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

二

倫
理
審
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

ヒ
ト
受
精
胚
を
提
供
す
る
者
の
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
十
分
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

ヒ
ト
受
精
胚
を
滅
失
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
思
の
確
認
の
方
法
そ
の
他
ヒ
ト
受
精
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る

手
続
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

提
供
医
療
機
関
に
よ
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
樹
立
機
関
へ
の
提
供
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
必
要
不
可
欠
な
数
に

限
る
も
の
と
す
る
。



一
六
頁

（
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
）

第
十
七
条

第
八
条
（
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
樹
立
機
関
」
と
あ
る
の
は
、
「
提
供
医
療
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
手
続
）

第
十
八
条

提
供
医
療
機
関
は
、
提
供
者
（
生
殖
補
助
医
療
に
用
い
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
ヒ
ト
受
精
胚
の
う
ち
、
当

該
目
的
に
用
い
る
予
定
が
な
い
ヒ
ト
受
精
胚
を
提
供
し
た
夫
婦
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
夫
婦
と
同

様
の
関
係
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

を
書
面
に
よ
り
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

提
供
医
療
機
関
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
る
に
当
た
り
、
提
供
者
の
心
情
に
十
分
配
慮
す
る

と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

提
供
者
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
を
不
当
に
利
用
し
な
い
こ
と
。

二

同
意
の
能
力
を
欠
く
者
に
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
依
頼
し
な
い
こ
と
。

三

提
供
者
に
よ
る
ヒ
ト
受
精
胚
を
滅
失
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
思
が
事
前
に
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

提
供
者
が
提
供
す
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
時
間
的
余
裕
を
有
す
る
こ
と
。

五

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
た
後
少
な
く
と
も
三
十
日
間
は
、
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
を
保
存
す
る
こ



一
七
頁

と
。

３

提
供
者
は
、
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
が
保
存
さ
れ
て
い
る
間
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
撤
回
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

提
供
医
療
機
関
が
提
供
者
か
ら
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
た
後
、
当
該
提
供
者
に
対
し
て
再
度
イ

ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
る
手
続
（
以
下
「
再
同
意
手
続
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
次
条
第
三
項
第
十
四
号
に
基
づ
き
再
同
意
手
続
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
提
供
者
が
同
意
し
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
、
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
説
明
）

第
十
九
条

前
条
第
一
項
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
説
明
は
、
樹
立
機
関
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２

樹
立
機
関
は
、
当
該
樹
立
機
関
に
所
属
す
る
者
（
樹
立
責
任
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
か
ら
、
当
該
樹
立
機
関
の
長

が
指
名
す
る
者
に
前
項
の
説
明
を
実
施
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
樹
立
機
関
の
長
の
指
名
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
の
説
明
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
提
供
者

に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を
提
示
し
、
分
か
り
や
す
く
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
の
目
的
及
び
方
法

二

ヒ
ト
受
精
胚
が
樹
立
過
程
で
滅
失
す
る
こ
と
そ
の
他
提
供
さ
れ
る
ヒ
ト
受
精
胚
の
取
扱
い

三

予
想
さ
れ
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
方
法
及
び
成
果
（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
生
殖
細
胞
を
作
成
す
る
可
能
性
が



一
八
頁

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
生
殖
細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
し
な
い
こ
と
を
含
む
。
）

四

樹
立
計
画
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
が
樹
立
機
関
、
提
供
医
療
機
関
及
び
主
務
大
臣
に
よ
り
確
認
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

五

提
供
者
の
個
人
情
報
が
樹
立
機
関
に
移
送
さ
れ
な
い
こ
と
そ
の
他
個
人
情
報
の
保
護
の
具
体
的
な
方
法

六

提
供
者
が
将
来
に
わ
た
り
報
酬
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
こ
と
。

七

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
つ
い
て
遺
伝
子
の
解
析
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
遺
伝
子

の
解
析
が
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

八

提
供
さ
れ
た
ヒ
ト
受
精
胚
か
ら
樹
立
し
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
関
す
る
情
報
を
提
供
者
に
開
示
し
な
い
こ
と
。

九

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
の
過
程
及
び
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
す
る
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
研
究
成
果
が
公
開
さ
れ

る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
。

十

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
が
樹
立
機
関
に
お
い
て
長
期
間
維
持
管
理
さ
れ
る
と
と
も
に
、
使
用
機
関
、
臨
床
利
用
機
関
又

は
海
外
機
関
に
分
配
を
さ
れ
る
こ
と
。

十
一

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
（
分
化
細
胞
を
含
む
。
）
か
ら
有
用
な
成
果
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
成
果
か
ら
特
許

権
、
著
作
権
そ
の
他
の
無
体
財
産
権
又
は
経
済
的
利
益
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
及
び
こ
れ
ら
が
提
供
者
に

帰
属
し
な
い
こ
と
。

十
二

提
供
す
る
こ
と
又
は
し
な
い
こ
と
の
意
思
表
示
が
提
供
者
に
対
し
て
何
ら
の
利
益
又
は
不
利
益
を
も
た
ら
す



一
九
頁

も
の
で
は
な
い
こ
と
。

十
三

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
た
後
少
な
く
と
も
三
十
日
間
は
ヒ
ト
受
精
胚
が
提
供
医
療
機
関
に

お
い
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
及
び
そ
の
方
法
並
び
に
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
が
保
存
さ
れ
て
い
る
間
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム

ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
撤
回
が
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
方
法
（
再
同
意
手
続
の
場
合
に
お
い
て
は
、
再
同
意
を

受
け
た
後
少
な
く
と
も
三
十
日
間
は
当
該
再
同
意
手
続
に
係
る
ヒ
ト
受
精
胚
又
は
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
取
扱
い
を
行

わ
な
い
こ
と
。
）

十
四

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
た
時
点
で
想
定
さ
れ
な
い
目
的
又
は
方
法
に
よ
っ
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細

胞
を
使
用
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
再
同
意
手
続
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項

イ

再
同
意
手
続
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

ロ

再
同
意
手
続
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
同
意
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
当
該
再
同
意
手
続
を

行
う
こ
と
及
び
そ
の
方
法

ハ

再
同
意
手
続
を
行
う
こ
と
に
関
す
る
同
意
の
撤
回
が
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
方
法

４

樹
立
機
関
は
、
第
一
項
の
説
明
を
実
施
す
る
と
き
は
、
提
供
者
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
適
切
な
措
置
を
講

ず
る
と
と
も
に
、
前
項
の
説
明
書
及
び
当
該
説
明
を
実
施
し
た
こ
と
を
示
す
文
書
を
提
供
者
に
、
そ
の
写
し
を
提
供

医
療
機
関
に
そ
れ
ぞ
れ
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。



二
〇
頁

（
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
確
認
）

第
二
十
条

提
供
医
療
機
関
の
長
は
、
樹
立
計
画
に
基
づ
く
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
受
取
の
適
切
な
実
施

に
関
し
て
、
第
十
八
条
第
一
項
の
書
面
に
よ
る
同
意
書
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査

委
員
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

２

提
供
医
療
機
関
の
長
は
、
ヒ
ト
受
精
胚
を
樹
立
機
関
に
移
送
す
る
と
き
に
は
、
前
項
の
確
認
を
行
っ
た
こ
と
を
文

書
で
樹
立
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
樹
立
機
関
の
長
は
、
当
該
通
知
の
写
し
を
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

（
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
者
の
個
人
情
報
の
保
護
）

第
二
十
一
条

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
携
わ
る
者
は
、
提
供
者
の
個
人
情
報
の
保
護
に
最
大
限
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
趣
旨
に
鑑
み
、
提
供
医
療
機
関
は
、
ヒ
ト
受
精
胚
を
樹
立
機
関
に
移
送
す
る
と
き
に
は
、
提
供
医
療
機
関

以
外
の
機
関
に
お
い
て
当
該
ヒ
ト
受
精
胚
と
そ
の
提
供
者
に
関
す
る
個
人
情
報
が
照
合
で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配

（
分
配
の
要
件
）

第
二
十
二
条

樹
立
機
関
は
、
分
配
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
寄
託
の
ほ
か
、
使
用
機
関
又
は
海
外
機
関
に
ヒ
ト
Ｅ
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Ｓ
細
胞
を
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
は
、
必
要
な
経
費
を
除
き
、
無
償
で
行
う
も
の
と
す
る
。

３

樹
立
機
関
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
八
号
）
に
基

づ
く
使
用
計
画
を
実
施
す
る
使
用
機
関
が
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
を
要
求
し
た
場
合
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を

除
き
、
分
配
す
る
も
の
と
す
る
。

（
海
外
機
関
に
対
す
る
分
配
）

第
二
十
三
条

樹
立
機
関
に
よ
る
海
外
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
は
、
分
配
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

分
配
す
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
が
、
当
該
海
外
機
関
が
存
す
る
国
又
は
地
域
の
制
度
等
に
基
づ
き
承
認
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
当
該
海
外
機
関
が
存
す
る
国
又
は
地
域
の
制
度
等
を
遵
守
す
る
こ
と
。

三

分
配
を
受
け
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
、
他
の
機
関
に
対
し
て
分
配
し
な
い
こ
と
。

四

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
の
人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生

成
、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト
の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を

用
い
た
ヒ
ト
胚
の
作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。

五

基
礎
的
研
究
及
び
医
療
目
的
以
外
の
利
用
を
行
わ
な
い
こ
と
。
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六

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
て
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
分
配
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
個
人
情
報
の
保
護
の
た

め
の
十
分
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
反
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
を
終
了

す
る
こ
と
。

２

樹
立
責
任
者
は
、
海
外
機
関
に
対
し
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
分
配
し
た
と
き
は
、
分
配
の
状
況
を
記
載
し
た
報
告
書

を
作
成
し
、
樹
立
機
関
の
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３

樹
立
機
関
の
長
は
、
前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
写
し
を
樹
立
機
関
の
倫
理
審

査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立

（
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
の
要
件
）

第
二
十
四
条

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
（
以
下
「
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
」
と
い
う
。
）

は
、
特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
一
号
。
以
下
「
特
定
胚
指
針
」

と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
的
研
究
を
目
的
と
し
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
の
方
針
が
示
さ
れ
、

か
つ
、
新
た
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
樹
立
す
る
こ
と
が
当
該
方
針
に
照
ら
し
て
科
学
的
合
理
性
及
び
必
要
性
を
有
す
る

場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
の
用
に
供
さ
れ
る
人
ク
ロ
ー
ン
胚
は
、
特
定
胚
指
針
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
に
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限
る
も
の
と
す
る
。

３

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
に
お
け
る
未
受
精
卵
等
の
取
扱
い
は
、
医
師
又
は
医
師
の
指
導
に
よ
り
適
切
に
行

わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
の
体
制
等
）

第
二
十
五
条

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
に
つ
い
て
の
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第

二
項
第
十
二
号
、
第
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
十
二
条
第
三
項
第
二
号
中
「
提
供
医
療
機
関
」
と
あ
る

の
は
「
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
及
び
体
細
胞
提
供
機
関
」
と
、
第
九
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
十
九
条
第
三
項

」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
と
、
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
及
び
提
供
医
療
機
関
」

と
あ
る
の
は
「
、
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
及
び
体
細
胞
提
供
機
関
」
と
、
第
十
二
条
第
二
項
中
「
提
供
医
療
機

関
」
と
あ
る
の
は
「
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
又
は
体
細
胞
提
供
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
基
準
）

第
二
十
六
条

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

未
受
精
卵
等
の
取
扱
い
に
関
し
て
十
分
な
実
績
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

二

倫
理
審
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

未
受
精
卵
等
の
提
供
者
の
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
十
分
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

未
受
精
卵
等
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
思
の
確
認
の
方
法
そ
の
他
未
受
精
卵
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
手
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続
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

未
受
精
卵
等
の
提
供
者
が
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
に
お
い
て
医
療
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
未
受
精
卵
等

提
供
医
療
機
関
は
、
説
明
担
当
医
師
（
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
に
対
し
、
当
該
提
供
の
方
法
及
び
提
供
後
の
取
扱
い

に
関
す
る
説
明
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
産
科
及
び
婦
人
科
の
診
療
に
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
医
師
を
い
う
。
）
及
び

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
（
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
に
対
し
、
当
該
提
供
に
関
す
る
情
報
提
供
、
相
談
及
び
関
係
者
間
の
調

整
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
と
利
害
関
係
が
な
く
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
並
び
に
産
科
及

び
婦
人
科
の
診
療
に
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
を
い
う
。
）
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

（
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
）

第
二
十
七
条

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
こ
の
指
針
に
即
し
て
、
樹
立
計
画
の
科
学
的
妥

当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
総
合
的
に
審
査
を
行
い
、
そ
の
適
否
、
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し
て
未

受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
長
に
対
し
意
見
を
提
出
す
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
前
項
の
審
査
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る
も
の

と
す
る
。

３

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

樹
立
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審
査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
を
同
時
に
兼
ね
る
こ
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と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同
様
の
要
件
と
す
る
。

イ

生
物
学
・
医
学
の
専
門
家
等
、
自
然
科
学
の
有
識
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

倫
理
学
・
法
律
学
の
専
門
家
等
、
人
文
・
社
会
科
学
の
有
識
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

一
般
の
立
場
に
立
っ
て
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

当
該
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
が
属
す
る
法
人
に
所
属
す
る
者
以
外
の
者
が
二
名
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
。

ホ

五
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、
男
性
及
び
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
二
名
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

へ

当
該
樹
立
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
等
又
は
樹
立
責
任
者
と
の
間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画

し
な
い
こ
と
。

二

当
該
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
規
則
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
、
再
生
医
療
に
関
し
て
識
見
を
有
す
る
者
及
び
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
の
受
け
る
医

療
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
医
師
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

四

委
員
の
過
半
数
が
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
に
所
属
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
議
事
の
内
容
は
、
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
に

よ
り
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を
除
き
、
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。

（
未
受
精
卵
等
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
手
続
）
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第
二
十
八
条

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
は
、
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
そ
の
他
提
供
の
意
思
を
確
認
す
べ
き
者
（
以

下
「
未
受
精
卵
等
提
供
者
等
」
と
い
う
。
）
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
書
面
に
よ
り
受
け
る
も
の
と
す

る
。

２

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
る
に
当
た
り
、
未
受
精
卵
等
提
供
者

等
の
心
情
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

未
受
精
卵
等
提
供
者
等
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
を
不
当
に
利
用
し
な
い
こ
と
。

二

同
意
の
能
力
を
欠
く
者
及
び
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
を
実
施
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
未
受
精
卵
等
の
提

供
を
依
頼
し
な
い
こ
と
。

三

未
受
精
卵
等
提
供
者
等
に
よ
る
未
受
精
卵
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
思
が
事
前
に
確
認
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

四

未
受
精
卵
等
提
供
者
等
が
提
供
す
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
時
間
的
余
裕
を
有
す
る
こ
と
。

五

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
た
後
少
な
く
と
も
三
十
日
間
は
、
当
該
未
受
精
卵
等
を
人
ク
ロ
ー
ン

胚
使
用
樹
立
機
関
に
移
送
し
な
い
こ
と
。

六

未
受
精
卵
等
（
凍
結
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
が
過
去

に
生
殖
補
助
医
療
を
受
け
た
経
験
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
及
び
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
か
ら
事
前
に
提
供
の
申
出

が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
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七

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
委
員
又
は
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
が
指
定
す
る
者
（
当
該

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
に
関
与
す
る
者
で
な
く
、
か
つ
、
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
と
利
害
関
係
を
有
し
な
い
者

に
限
る
。
）
が
、
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
に
面
接
し
て
そ
の
提
供
の
同
意
に
係
る
手
続
の
適
切
性
を
確
認
し
て
い

る
こ
と
（
凍
結
さ
れ
た
未
受
精
卵
の
提
供
を
受
け
る
場
合
及
び
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
の
生
殖
補
助
医
療
が
終
了

し
た
後
に
ヒ
ト
受
精
胚
の
提
供
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。
）
。

（
未
受
精
卵
等
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
説
明
）

第
二
十
九
条

前
条
第
一
項
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
説
明
は
、
当
該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機

関
に
所
属
す
る
者
（
樹
立
責
任
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
か
ら
、
当
該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
の
長
が
指
名
す

る
者
が
、
特
定
胚
指
針
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を
提
示
し
、
分
か
り
や
す
く
、
こ

れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
は
、
前
項
の
説
明
を
実
施
す
る
と
き
は
、
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
の
個
人
情
報
を

保
護
す
る
た
め
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
同
項
の
説
明
書
及
び
当
該
説
明
を
実
施
し
た
こ
と
を
示
す
文
書

を
未
受
精
卵
等
提
供
者
等
に
、
そ
の
写
し
を
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
に
そ
れ
ぞ
れ
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
未
受
精
卵
等
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
確
認
）

第
三
十
条

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
長
は
、
樹
立
計
画
に
基
づ
く
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
受
取
の

適
切
な
実
施
に
関
し
て
、
第
二
十
八
条
第
一
項
の
書
面
に
よ
る
同
意
書
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
当
該
未
受
精
卵
等
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提
供
医
療
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

２

未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
の
長
は
、
未
受
精
卵
等
を
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
に
移
送
す
る
と
き
に
は
、

前
項
の
確
認
を
行
っ
た
こ
と
を
文
書
で
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
の
長
は
、
当
該
通
知
の
写
し
を
文
部
科
学
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
の
個
人
情
報
の
保
護
）

第
三
十
一
条

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
に
携
わ
る
者
は
、
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
の
個
人
情
報
の
保
護
に
最
大
限
努

め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
趣
旨
に
鑑
み
、
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
は
、
未
受
精
卵
等
を
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
に
移
送

す
る
と
き
に
は
、
当
該
未
受
精
卵
等
と
そ
の
提
供
者
に
関
す
る
個
人
情
報
が
照
合
で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

（
体
細
胞
提
供
機
関
の
基
準
）

第
三
十
二
条

体
細
胞
提
供
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

倫
理
審
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

体
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
十
分
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

特
定
胚
指
針
第
六
条
第
六
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
体
細
胞
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
医
療
機
関
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で
あ
る
こ
と
。

四

特
定
胚
指
針
第
六
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
体
細
胞
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
体
細
胞
の
採
取
に
相
当

の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
提
供
者
と
利
害
関
係
を
有
し
な
い
医
師
を
有
す
る
こ
と
。

（
体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
）

第
三
十
三
条

体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
こ
の
指
針
に
即
し
て
、
樹
立
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び

倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
総
合
的
に
審
査
を
行
い
、
そ
の
適
否
、
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し
て
体
細
胞
提
供

機
関
の
長
に
対
し
意
見
を
提
出
す
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
前
項
の
審
査
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

３

体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

樹
立
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審
査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
を
同
時
に
兼
ね
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同
様
の
要
件
と
す
る
。

イ

生
物
学
・
医
学
の
専
門
家
等
、
自
然
科
学
の
有
識
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

倫
理
学
・
法
律
学
の
専
門
家
等
、
人
文
・
社
会
科
学
の
有
識
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

一
般
の
立
場
に
立
っ
て
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

五
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、
男
性
及
び
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
一
名
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
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ホ

当
該
樹
立
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
等
又
は
樹
立
責
任
者
が
審
査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。

二

体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
規
則
が
公
開
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

４

体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
議
事
の
内
容
は
、
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
に
よ
り
非
公

開
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を
除
き
、
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。

（
体
細
胞
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
手
続
）

第
三
十
四
条

体
細
胞
提
供
機
関
は
、
体
細
胞
の
提
供
者
そ
の
他
当
該
体
細
胞
の
提
供
の
意
思
を
確
認
す
べ
き
者
（
以

下
「
体
細
胞
提
供
者
等
」
と
い
う
。
）
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
書
面
に
よ
り
受
け
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
特
定
胚
指
針
第
六
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
体
細
胞
で
あ
っ
て
、
当
該
体
細
胞
の
提
供
者
に
係
る
情
報

が
な
い
も
の
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

体
細
胞
提
供
機
関
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
る
に
当
た
り
、
体
細
胞
提
供
者
等
の
心
情
に
十

分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

同
意
の
能
力
を
欠
く
者
及
び
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
を
実
施
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
に
提
供
を
依
頼
し
な

い
こ
と
。

二

体
細
胞
提
供
者
等
が
提
供
す
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
時
間
的
余
裕
を
有
す
る
こ
と
。

三

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
た
後
少
な
く
と
も
三
十
日
間
は
、
当
該
体
細
胞
を
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使



三
一
頁

用
樹
立
機
関
に
移
送
し
な
い
こ
と
。

四

特
定
胚
指
針
第
六
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
体
細
胞
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全

て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

イ

体
細
胞
の
提
供
者
か
ら
事
前
に
提
供
の
申
出
が
あ
る
こ
と
。

ロ

体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
委
員
又
は
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
が
指
定
す
る
者
（
当
該
人
ク
ロ

ー
ン
胚
使
用
樹
立
に
関
与
す
る
者
で
な
く
、
か
つ
、
体
細
胞
の
提
供
者
と
利
害
関
係
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。

）
が
、
体
細
胞
の
提
供
者
に
面
接
し
て
そ
の
提
供
の
同
意
に
係
る
手
続
の
適
切
性
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
。

（
体
細
胞
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
説
明
）

第
三
十
五
条

前
条
第
一
項
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
説
明
は
、
特
定
胚
指
針
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
定
胚
指
針
第
七
条
第
二
項
並
び
に
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
行
う
も
の
と
す
る
。

２

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
が
前
項
の
説
明
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
に
所
属

す
る
者
（
樹
立
責
任
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
か
ら
、
当
該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
の
長
が
指
名
す
る
者
に
前

項
の
説
明
を
実
施
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３

体
細
胞
提
供
機
関
の
説
明
者
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
の
長
の
指
名
を
受
け
た
者

は
、
第
一
項
の
説
明
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
体
細
胞
提
供
者
等
に
対
し
、
特
定
胚
指
針
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
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よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
定
胚
指
針
第
七
条
第
二
項
各
号
及
び
第
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
説
明
書
を
提
示
し
、
分
か
り
や
す
く
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
は
、
第
一
項
の
説
明
を
実
施
す
る
と
き
は
、
体
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情
報
を
保

護
す
る
た
め
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
項
の
説
明
書
及
び
当
該
説
明
を
実
施
し
た
こ
と
を
示
す
文
書
を

体
細
胞
提
供
者
等
に
、
そ
の
写
し
を
体
細
胞
提
供
機
関
に
そ
れ
ぞ
れ
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
体
細
胞
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
確
認
）

第
三
十
六
条

第
三
十
条
の
規
定
は
、
体
細
胞
の
提
供
に
係
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
確
認
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
未
受
精
卵
等
提
供
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
体

細
胞
提
供
機
関
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
と
、
同
条

第
二
項
中
「
未
受
精
卵
等
」
と
あ
る
の
は
「
体
細
胞
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
体
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情
報
の
保
護
）

第
三
十
七
条

人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
に
携
わ
る
者
は
、
体
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情
報
の
保
護
に
最
大
限
努
め
る

も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
趣
旨
に
鑑
み
、
体
細
胞
提
供
機
関
は
、
体
細
胞
を
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
に
移
送
す
る
と
き
に
は

、
当
該
体
細
胞
と
そ
の
提
供
者
に
関
す
る
個
人
情
報
が
照
合
で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
使
用
樹
立
機
関
が
体
細
胞
の
提
供
者
の
疾
患
に
係
る
情
報
を
必
要
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
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、
体
細
胞
提
供
機
関
が
体
細
胞
提
供
者
等
の
同
意
及
び
体
細
胞
提
供
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
章

雑
則

（
研
究
成
果
の
公
開
）

第
三
十
八
条

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
よ
り
得
ら
れ
た
研
究
成
果
は
、
知
的
財
産
権
及
び
個
人
情
報
の
保
護
等
に
支

障
が
生
じ
る
場
合
を
除
き
、
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
針
不
適
合
の
公
表
）

第
三
十
九
条

文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
取
扱
い
が
こ
の
指
針
に
定
め
る
基
準
に
適

合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
者
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
関
す
る
指
針
の
規
定
に
よ
る

主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
樹
立
計
画
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
と

み
な
す
。



三
四
頁

（
指
針
の
見
直
し
）

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
は
、
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
に
お
け
る
研
究
の
進
展
、
社
会
の
動
向
等
を

勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
て
こ
の
指
針
の
規
定
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
見
直
し
は
、
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
の
意
見
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。



一
頁

○
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
八
号

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用

第
一
節

使
用
の
要
件
（
第
四
条
―
第
六
条
）

第
二
節

使
用
の
体
制
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
三
節

使
用
の
手
続
（
第
十
条
―
第
十
六
条
）

第
三
章

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
（
第
十
七
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
）

附
則

第
一
章

総
則



二
頁

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
指
針
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
が
、
医
学
及
び
生
物
学
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
可
能
性
が
あ
る
一
方
で

、
人
の
生
命
の
萌
芽
で
あ
る
ヒ
ト
胚
を
滅
失
し
て
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
全
て
の
細
胞
に
分
化
す
る
可

ほ
う

能
性
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
し
、
生
命
倫
理
上
の
観
点
か
ら
遵
守
す
べ
き
基
本
的
な
事

項
を
定
め
、
も
っ
て
そ
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

胚

ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
胚
を
い
う
。

二

ヒ
ト
胚

ヒ
ト
の
胚
（
ヒ
ト
と
し
て
の
遺
伝
情
報
を
有
す
る
胚
を
含
む
。
）
を
い
う
。

三

ヒ
ト
受
精
胚

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
ヒ
ト
受
精
胚
を
い
う
。

四

人
ク
ロ
ー
ン
胚

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
い
う
。

五

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞

ヒ
ト
胚
か
ら
採
取
さ
れ
た
細
胞
又
は
当
該
細
胞
の
分
裂
に
よ
り
生
ず
る
細
胞
で
あ
っ
て
、
胚

で
な
い
も
の
の
う
ち
、
多
能
性
（
内
胚
葉
、
中
胚
葉
及
び
外
胚
葉
の
細
胞
に
分
化
す
る
性
質
を
い
う
。
）
を
有
し

、
か
つ
、
自
己
複
製
能
力
を
維
持
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
れ
に
類
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。



三
頁

六

生
殖
細
胞

始
原
生
殖
細
胞
か
ら
精
子
又
は
卵
子
に
至
る
ま
で
の
細
胞
を
い
う
。

七

樹
立
機
関

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
樹
立
す
る
機
関
を
い
う
。

八

使
用
機
関

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
基
礎
的
研
究
を
行
う
機
関
（
海
外
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。

九

分
配
機
関

他
の
機
関
か
ら
寄
託
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
（
基
礎
的
研
究
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

第
三
者
に
分
配
す
る
業
務
を
実
施
す
る
機
関
を
い
う
。

十

臨
床
利
用
機
関

法
令
に
基
づ
き
、
医
療
（
臨
床
研
究
及
び
治
験
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
用
い
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
す
る
機
関
（
海
外
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。

十
一

海
外
機
関

外
国
に
お
い
て
基
礎
的
研
究
又
は
医
療
に
用
い
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用

す
る
機
関
を
い
う
。

十
二

使
用
計
画

使
用
機
関
が
行
う
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
計
画
を
い
う
。

十
三

使
用
責
任
者

使
用
機
関
に
お
い
て
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
を
総
括
す
る
立
場
に
あ
る
者
を
い
う
。

十
四

研
究
者
等

使
用
責
任
者
の
監
督
の
下
で
使
用
機
関
に
お
い
て
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
取
り
扱
う
研
究
者
及
び

技
術
者
を
い
う
。

（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
対
す
る
配
慮
）

第
三
条

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
取
り
扱
う
者
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
が
、
人
の
生
命
の
萌
芽
で
あ
る
ヒ
ト
胚
を
滅
失
さ
せ
て

樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
全
て
の
細
胞
に
分
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
、
誠
実
か
つ
慎
重
に



四
頁

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
取
扱
い
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
章

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用

第
一
節

使
用
の
要
件

（
使
用
の
要
件
）

第
四
条

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り

、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
資
す
る
基
礎
的
研
究
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

ヒ
ト
の
発
生
、
分
化
及
び
再
生
機
能
の
解
明

ロ

新
し
い
診
断
法
、
予
防
法
若
し
く
は
治
療
法
の
開
発
又
は
医
薬
品
等
の
開
発

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
す
る
こ
と
が
前
号
に
定
め
る
研
究
に
お
い
て
科
学
的
合
理
性
及
び
意
義
を
有
す
る
こ
と
。

２

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
て
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
は
、
特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
（
平
成
三

十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
一
号
。
以
下
「
特
定
胚
指
針
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
目
的
に

限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

使
用
に
供
さ
れ
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

文
部
科
学
省

一

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
に
関
す
る
指
針
（
平
成
三
十
一
年

告
示
第
四
号
。
以
下
「
樹
立
指
針
」
と

厚
生
労
働
省



五
頁

い
う
。
）
で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
（
生
殖
細
胞
の
作
成
の
用
に
供
さ
れ
る
場
合

に
は
、
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
受
け
て
い
る
こ
と
そ
の

他
の
樹
立
指
針
で
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
限
る
。
）

二

外
国
で
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
で
、
樹
立
指
針
と
同
等
の
基
準
に
基
づ
き
樹
立
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ

る
も
の
（
生
殖
細
胞
の
作
成
の
用
に
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
の
法
令
等
及
び
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
提
供
に

関
す
る
条
件
に
お
い
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
生
殖
細
胞
を
作
成
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

（
禁
止
行
為
）

第
五
条

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
取
り
扱
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
の
人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ

細
胞
か
ら
個
体
を
生
成
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
四
条
に
定
め
る
特
定
胚
を
作
成
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
特
定

胚
指
針
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

ヒ
ト
胚
へ
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
導
入
す
る
こ
と
。

三

ヒ
ト
の
胎
児
へ
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
導
入
す
る
こ
と
。

四

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
生
殖
細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
す
る
こ

と
。第

二
節

使
用
の
体
制



六
頁

（
使
用
機
関
の
基
準
）

第
六
条

使
用
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
人
員
を
有
す
る
こ
と
。

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
技
術
的
能
力
及
び
倫
理
的
な
識
見
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び

研
修
（
以
下
「
教
育
研
修
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
教
育
研
修
計
画
」
と
い
う
。
）
が

定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
使
用
機
関
の
長
）

第
七
条

使
用
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

使
用
計
画
の
妥
当
性
を
確
認
し
、
こ
の
指
針
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
実
施
を
了
承
す
る
こ
と
。

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
の
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
、
使
用
責
任
者
に
対
し
そ
の
留
意
事
項
、
改
善
事
項

等
に
関
し
て
指
示
を
与
え
る
こ
と
。

三

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
を
監
督
す
る
こ
と
。

四

使
用
機
関
に
お
い
て
こ
の
指
針
を
周
知
徹
底
し
、
こ
れ
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
。

五

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
教
育
研
修
計
画
を
作
成
し
、
教
育
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

２

使
用
機
関
の
長
は
、
使
用
責
任
者
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
の
業
務
を
代
行
す
る
者
が
選
任

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



七
頁

３

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
指
針
（
前
項
を
除
く
。
）
の
規
定
中
「
使
用
機
関
の
長
」
と
あ
る
の
は

「
使
用
機
関
の
長
の
業
務
を
代
行
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
責
任
者
）

第
八
条

使
用
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
し
て
、
内
外
の
入
手
し
得
る
資
料
及
び
情
報
に
基
づ
き
使
用
計
画
の
科
学
的
妥
当

性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
使
用
計
画
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
使
用

計
画
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
。

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
を
総
括
し
、
研
究
者
等
に
対
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。

三

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
が
使
用
計
画
書
に
従
い
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
随
時
確
認
す
る
こ
と
。

四

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
教
育
研
修
に
研
究
者
等
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
。

２

使
用
責
任
者
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
関
す
る
倫
理
的
な
識
見
並
び
に
十
分
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
的
能
力
を
有

す
る
と
と
も
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
的
確
に
実
施
で
き
る
者
と
す
る
。

（
倫
理
審
査
委
員
会
）

第
九
条

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

こ
の
指
針
に
即
し
て
、
使
用
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
総
合
的
に
審
査
を
行
い
、

そ
の
適
否
、
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し
て
使
用
機
関
の
長
に
対
し
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
。



八
頁

二

使
用
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し

て
使
用
機
関
の
長
に
対
し
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
機
関
の
長
は
、
他
の
使
用
機
関
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
倫
理
審
査
委
員
会
を

も
っ
て
、
前
項
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
（
前
項
に
規
定
す
る
他
の
使
用
機
関
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
倫
理
審
査
委
員
会
を

含
む
。
）
は
、
審
査
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

４

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

使
用
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審
査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
を
同
時
に
兼
ね
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同
様
の
要
件
と
す
る
。

イ

生
物
学
・
医
学
の
専
門
家
等
、
自
然
科
学
の
有
識
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

倫
理
学
・
法
律
学
の
専
門
家
等
、
人
文
・
社
会
科
学
の
有
識
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

一
般
の
立
場
に
立
っ
て
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

当
該
使
用
機
関
が
属
す
る
法
人
に
所
属
す
る
者
以
外
の
者
が
二
名
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

五
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、
男
女
両
性
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

へ

当
該
使
用
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
等
又
は
使
用
責
任
者
と
の
間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画



九
頁

し
な
い
こ
と
。

二

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
規
則
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

５

使
用
計
画
を
実
施
す
る
使
用
責
任
者
及
び
研
究
者
等
は
、
使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
審
議
及
び
意
見
の
決

定
に
同
席
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
の
求
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
会
議
に
出
席
し
、
使

用
計
画
に
関
す
る
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

６

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
使
用
計
画
の
軽
微
な
変
更
等
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
、
当
該
倫
理
審
査
委
員

会
が
指
名
す
る
委
員
に
よ
る
審
査
を
行
い
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
審
査
の
結
果
は
、
全
て
の
委
員

に
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
議
事
の
内
容
は
、
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
に
よ
り
非
公
開
と
す

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を
除
き
、
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

使
用
の
手
続

（
使
用
機
関
の
長
の
了
承
）

第
十
条

使
用
責
任
者
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
使
用
計
画
書
を
作
成
し
、
使
用

計
画
の
実
施
に
つ
い
て
使
用
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２

使
用
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

使
用
計
画
の
名
称



一
〇
頁

二

使
用
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

三

使
用
責
任
者
の
氏
名

四

使
用
の
目
的
及
び
意
義

五

使
用
の
方
法
及
び
期
間

六

使
用
機
関
の
基
準
に
関
す
る
説
明

七

外
国
か
ら
分
配
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
が
樹
立
指
針
と
同
等
の

基
準
に
基
づ
き
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
説
明

３

使
用
計
画
書
に
は
、
使
用
責
任
者
の
略
歴
、
研
究
業
績
及
び
教
育
研
修
の
受
講
歴
を
示
す
書
類
を
添
付
す
る
も
の

と
す
る
。

（
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
聴
取
）

第
十
一
条

使
用
機
関
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
責
任
者
か
ら
使
用
計
画
の
実
施
の
了
承
を
求

め
ら
れ
た
と
き
は
、
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
求
め

る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基
づ
き
使
用
計
画
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

（
文
部
科
学
大
臣
へ
の
届
出
）

第
十
二
条

使
用
機
関
の
長
は
、
使
用
計
画
の
実
施
を
了
承
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
前
条
の
手
続
の
終
了
後
、
あ
ら
か

じ
め
、
当
該
使
用
計
画
の
実
施
に
つ
い
て
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。



一
一
頁

２

前
項
の
場
合
に
は
、
使
用
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

使
用
計
画
書

二

使
用
責
任
者
の
略
歴
、
研
究
業
績
及
び
教
育
研
修
の
受
講
歴
を
示
す
書
類

三

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
過
程
及
び
結
果
を
示
す
書
類

四

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
使
用
計
画
の
届
出
の
状
況
に
つ
い
て
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
生
命
倫
理
・
安
全
部
会
に
随

時
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
計
画
の
変
更
）

第
十
三
条

使
用
責
任
者
は
、
第
十
条
第
二
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
変
更
に
つ
い
て
使
用
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
計
画

の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
に
つ
い
て
は
、
使
用
機
関
の
長
に
報
告
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

２

使
用
機
関
の
長
は
、
前
項
本
文
の
了
承
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
妥
当
性
に
つ
い
て
使
用
機
関
の
倫

理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基
づ
き
当
該
変
更
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
を
確

認
す
る
も
の
と
す
る
。

３

使
用
機
関
の
長
は
、
第
一
項
本
文
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
使
用
計
画
変
更
書
（
使
用
計
画
の
変
更

の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
い
う
。
）
並
び
に
当
該
変
更
に
係
る
使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
に
お
け



一
二
頁

る
審
査
の
過
程
及
び
結
果
を
示
す
書
類
を
添
付
し
て
、
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
）

第
十
四
条

使
用
機
関
の
長
は
、
第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ

の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

２

使
用
機
関
の
長
は
、
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
使
用
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は

、
そ
の
旨
を
使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
の
進
行
状
況
の
報
告
）

第
十
五
条

使
用
責
任
者
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
の
進
行
状
況
を
使
用
機
関
の
長
及
び
使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委

員
会
に
随
時
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
の
使
用
責
任
者
は
、
前
項
の
報
告
に
加
え
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
生
殖

細
胞
の
作
成
状
況
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
使
用
機
関
の
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３

使
用
機
関
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
資
料
の
提
出
、
調
査
の
受
入
れ
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
必
要

と
認
め
る
措
置
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
の
終
了
）

第
十
六
条

使
用
責
任
者
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
使
用
の
結
果
を
記
載
し
た

報
告
書
を
作
成
し
、
使
用
機
関
の
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。



一
三
頁

２

使
用
機
関
の
長
は
、
前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
写
し
を
使
用
機
関
の
倫
理
審

査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配

（
分
配
の
要
件
）

第
十
七
条

使
用
機
関
は
、
分
配
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
寄
託
の
ほ
か
、
他
の
使
用
機
関
、
臨
床
利
用
機
関
又
は

海
外
機
関
に
対
し
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

使
用
機
関
か
ら
の
臨
床
利
用
機
関
に
対
す
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
は
、
当
該
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
が
分
配
機
関
か
ら

分
配
を
受
け
た
も
の
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に

限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
の
人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生

成
、
ヒ
ト
胚
及
び
人
の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
わ

な
い
こ
と
。

二

分
配
を
受
け
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
、
他
の
機
関
に
対
し
て
分
配
又
は
譲
渡
し
な
い
こ
と
。

三

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
教
育
研
修
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
十
分
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五

作
成
し
た
分
化
細
胞
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
分
化
細
胞
が
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ



一
四
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と
を
譲
渡
先
に
通
知
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
反
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
を
終
了

す
る
こ
と
。

３

使
用
機
関
に
よ
る
海
外
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
は
、
分
配
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

分
配
す
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
が
、
当
該
海
外
機
関
が
存
す
る
国
又
は
地
域
の
制
度
等
に
基
づ
き
承
認
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
当
該
海
外
機
関
が
存
す
る
国
又
は
地
域
の
制
度
等
を
遵
守
す
る
こ
と
。

三

分
配
を
受
け
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
、
他
の
機
関
に
対
し
て
分
配
し
な
い
こ
と
。

四

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
の
人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生

成
、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト
の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を

用
い
た
ヒ
ト
胚
の
作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。

五

基
礎
的
研
究
及
び
医
療
目
的
以
外
の
利
用
を
行
わ
な
い
こ
と
。

六

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
て
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
分
配
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
個
人
情
報
の
保
護
の
た

め
の
十
分
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
反
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
を
終
了



一
五
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す
る
こ
と
。

４

使
用
責
任
者
は
、
臨
床
利
用
機
関
又
は
海
外
機
関
に
対
し
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
分
配
し
た
と
き
は
、
分
配
の
状
況

を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
使
用
機
関
の
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

５

使
用
機
関
の
長
は
、
前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
写
し
を
使
用
機
関
の
倫
理
審

査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
分
化
細
胞
の
取
扱
い
）

第
十
八
条

使
用
機
関
は
、
作
成
し
た
分
化
細
胞
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
分
化
細
胞
が
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
譲
渡
先
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
は
、
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
通
知
を
行
う
ほ

か
、
当
該
生
殖
細
胞
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
譲
渡
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
確
保

さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

生
殖
細
胞
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
資
す
る
基
礎
的
研
究
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
。

イ

ヒ
ト
の
発
生
、
分
化
及
び
再
生
機
能
の
解
明

ロ

新
し
い
診
断
法
、
予
防
法
若
し
く
は
治
療
法
の
開
発
又
は
医
薬
品
等
の
開
発

二

生
殖
細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
し
な
い
こ
と
。

三

生
殖
細
胞
を
他
の
機
関
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。



一
六
頁

四

生
殖
細
胞
を
譲
渡
し
た
使
用
機
関
が
、
前
各
号
に
掲
げ
る
生
殖
細
胞
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
に
応

じ
、
譲
渡
先
か
ら
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３

使
用
機
関
が
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
生
殖
細
胞
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
使
用
責
任
者
は
、
あ
ら
か
じ
め

、
使
用
機
関
の
長
の
了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

４

使
用
機
関
の
長
は
、
前
項
の
了
承
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
譲
渡
が
第
二
項
の
規
定
に
適

合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

５

使
用
機
関
の
長
は
、
第
三
項
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
及

び
文
部
科
学
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

６

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
が
、
使
用
の
終
了
後
に
引
き
続
き
当
該
生
殖
細
胞
を
取
扱
う
場
合
は
、
第
二

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

雑
則

（
研
究
成
果
の
公
開
）

第
十
九
条

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
よ
り
得
ら
れ
た
研
究
成
果
は
、
知
的
財
産
権
及
び
個
人
情
報
の
保
護
等
に
支
障

が
生
じ
る
場
合
を
除
き
、
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
針
不
適
合
の
公
表
）

第
二
十
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
及
び
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
取
扱
い
が
こ
の
指



一
七
頁

針
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
者
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
及
び
使
用
に
関
す
る
指
針
の
廃
止
）

第
二
条

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
及
び
使
用
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
六
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
七
十
四
号
。
次

条
に
お
い
て
「
旧
指
針
」
と
い
う
。
）
は
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
旧
指
針
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
た
使
用
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
も
の
と
み
な
す
。

（
指
針
の
見
直
し
）

第
四
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
に
お
け
る
研
究
の
進
展
、
社
会
の
動
向
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応

じ
て
こ
の
指
針
の
規
定
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
見
直
し
は
、
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
の
意
見
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。



一
頁

○
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
九
号

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
機
関
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
機
関
に
関
す
る
指
針

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
指
針
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
が
、
医
学
及
び
生
物
学
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
可
能
性
が
あ
る
一
方
で

、
人
の
生
命
の
萌
芽
で
あ
る
ヒ
ト
胚
を
滅
失
し
て
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
全
て
の
細
胞
に
分
化
す
る
可

ほ
う

能
性
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
分
配
機
関
が
行
う
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
に
関
し
、
生
命
倫
理
上
の
観
点
か
ら
遵
守
す

べ
き
基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
そ
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

胚

ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
胚
を
い
う
。

二

ヒ
ト
胚

ヒ
ト
の
胚
（
ヒ
ト
と
し
て
の
遺
伝
情
報
を
有
す
る
胚
を
含
む
。
）
を
い
う
。

三

ヒ
ト
受
精
胚

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
ヒ
ト
受
精
胚
を
い
う
。



二
頁

四

人
ク
ロ
ー
ン
胚

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
い
う
。

五

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞

ヒ
ト
胚
か
ら
採
取
さ
れ
た
細
胞
又
は
当
該
細
胞
の
分
裂
に
よ
り
生
ず
る
細
胞
で
あ
っ
て
、
胚

で
な
い
も
の
の
う
ち
、
多
能
性
（
内
胚
葉
、
中
胚
葉
及
び
外
胚
葉
の
細
胞
に
分
化
す
る
性
質
を
い
う
。
）
を
有
し

、
か
つ
、
自
己
複
製
能
力
を
維
持
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
れ
に
類
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。

六

生
殖
細
胞

始
原
生
殖
細
胞
か
ら
精
子
又
は
卵
子
に
至
る
ま
で
の
細
胞
を
い
う
。

七

樹
立
機
関

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
樹
立
す
る
機
関
を
い
う
。

八

使
用
機
関

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
基
礎
的
研
究
を
行
う
機
関
（
海
外
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。

九

分
配
機
関

他
の
機
関
か
ら
寄
託
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
（
基
礎
的
研
究
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を

第
三
者
に
分
配
す
る
業
務
（
以
下
「
分
配
業
務
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
機
関
を
い
う
。

十

海
外
機
関

外
国
に
お
い
て
基
礎
的
研
究
又
は
医
療
（
臨
床
研
究
及
び
治
験
を
含
む
。
）
に
用
い
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
す
る
機
関
を
い
う
。

十
一

設
置
計
画

分
配
機
関
の
設
置
に
関
す
る
計
画
を
い
う
。

十
二

分
配
責
任
者

分
配
機
関
に
お
い
て
分
配
業
務
を
総
括
す
る
立
場
に
あ
る
者
を
い
う
。

十
三

研
究
者
等

分
配
責
任
者
の
監
督
の
下
で
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
取
り
扱
う
研
究
者
及
び
技
術
者
を
い
う
。

（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
対
す
る
配
慮
）



三
頁

第
三
条

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
取
り
扱
う
者
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
が
、
人
の
生
命
の
萌
芽
で
あ
る
ヒ
ト
胚
を
滅
失
さ
せ
て

樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
全
て
の
細
胞
に
分
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
、
誠
実
か
つ
慎
重
に

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
取
扱
い
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
分
配
機
関
の
基
準
）

第
四
条

分
配
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

分
配
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
、
人
員
、
技
術
的
能
力
及
び
財
政
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

二

倫
理
審
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

分
配
業
務
に
関
す
る
技
術
的
能
力
及
び
倫
理
的
な
識
見
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び
研
修
（
以
下

「
教
育
研
修
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
教
育
研
修
計
画
」
と
い
う
。
）
が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

（
分
配
機
関
の
設
置
に
関
す
る
手
続
）

第
五
条

分
配
機
関
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
機
関
の
長
は
、
設
置
計
画
書
を
作
成
し
、
設
置
計
画
の
こ
の
指
針
に
対
す

る
適
合
性
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
機
関
の
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
設
置
計
画
の
妥
当
性
に
つ
い
て
分
配
機
関
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

３

設
置
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。



四
頁

一

分
配
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

二

分
配
責
任
者
の
氏
名

三

分
配
機
関
の
基
準
に
関
す
る
説
明

４

設
置
計
画
書
に
は
、
分
配
責
任
者
の
略
歴
、
研
究
業
績
及
び
教
育
研
修
の
受
講
歴
を
示
す
書
類
を
添
付
す
る
も
の

と
す
る
。

５

第
一
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

一

設
置
計
画
書

二

分
配
責
任
者
の
略
歴
、
研
究
業
績
及
び
教
育
研
修
の
受
講
歴

三

分
配
業
務
を
継
続
的
に
行
い
得
る
財
政
的
基
礎
を
示
す
書
類

四

倫
理
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
過
程
及
び
結
果
を
示
す
書
類

五

倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則

６

文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
設
置
計
画
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
に
つ
い

て
、
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
生
命
倫
理
・
安
全
部
会
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基
づ
き
確
認
を

行
う
も
の
と
す
る
。

（
分
配
機
関
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
）



五
頁

第
六
条

分
配
機
関
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
こ
の
指
針
に
即
し
て
、
設
置
計
画
の
妥
当

性
に
つ
い
て
総
合
的
に
審
査
を
行
い
、
そ
の
適
否
、
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し
て
分
配
機
関
を
設
置
し
よ
う

と
す
る
機
関
の
長
に
対
し
意
見
を
提
出
す
る
。

２

倫
理
審
査
委
員
会
は
、
審
査
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

３

倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

設
置
計
画
の
妥
当
性
を
総
合
的
に
審
査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
な

お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成

立
に
つ
い
て
も
同
様
の
要
件
と
す
る
。

イ

生
物
学
・
医
学
の
専
門
家
等
、
自
然
科
学
の
有
識
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

倫
理
学
・
法
律
学
の
専
門
家
等
、
人
文
・
社
会
科
学
の
有
識
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

一
般
の
立
場
に
立
っ
て
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

当
該
分
配
機
関
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
機
関
が
属
す
る
法
人
に
所
属
す
る
者
以
外
の
者
が
二
名
以
上
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
。

ホ

五
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、
男
女
両
性
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

へ

当
該
設
置
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
等
又
は
分
配
責
任
者
と
の
間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画

し
な
い
こ
と
。



六
頁

二

当
該
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
が
定
め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
規
則
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

４

設
置
計
画
を
実
施
す
る
分
配
責
任
者
及
び
研
究
者
等
は
、
倫
理
審
査
委
員
会
の
審
議
及
び
意
見
の
決
定
に
同
席
し

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
の
求
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
会
議
に
出
席
し
設
置
計
画
に
関
す

る
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

倫
理
審
査
委
員
会
の
議
事
の
内
容
は
、
倫
理
審
査
委
員
会
に
関
す
る
規
則
に
よ
り
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
る
事
項
を
除
き
、
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。

（
分
配
機
関
の
長
）

第
七
条

分
配
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

設
置
計
画
の
妥
当
性
を
確
認
し
、
こ
の
指
針
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
実
施
を
了
承
す
る
こ
と
。

二

分
配
業
務
の
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
、
分
配
責
任
者
に
対
し
そ
の
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し
て

指
示
を
与
え
る
こ
と
。

三

分
配
業
務
を
監
督
す
る
こ
と
。

四

分
配
機
関
に
お
い
て
こ
の
指
針
を
周
知
徹
底
し
、
こ
れ
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
。

五

分
配
業
務
に
関
す
る
教
育
研
修
計
画
を
作
成
し
、
教
育
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

２

分
配
機
関
の
長
は
、
分
配
責
任
者
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
分
配
責
任
者
）



七
頁

第
八
条

分
配
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

分
配
業
務
を
総
括
し
、
研
究
者
等
に
対
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。

二

分
配
業
務
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
随
時
確
認
す
る
こ
と
。

三

分
配
業
務
に
関
す
る
教
育
研
修
に
研
究
者
等
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
。

２

分
配
責
任
者
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
関
す
る
倫
理
的
な
識
見
並
び
に
十
分
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
的
能
力
を
有

す
る
と
と
も
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
的
確
に
実
施
で
き
る
者
と
す
る
。

（
分
配
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
）

第
九
条

第
六
条
の
規
定
は
、
分
配
機
関
の
倫
理
審
査
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

分
配
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
分
配
業
務
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
必
要
に
応
じ
て
調
査
を
行
い
、

そ
の
留
意
事
項
、
改
善
事
項
等
に
関
し
て
分
配
機
関
の
長
に
対
し
意
見
を
提
出
す
る
。

３

分
配
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
、
設

置
計
画
の
軽
微
な
変
更
等
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
、
当
該
倫
理
審
査
委
員
会
が
指
名
す
る
委
員
に
よ
る
審
査
を
行
い

、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
審
査
の
結
果
は
、
全
て
の
委
員
に
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
置
計
画
の
変
更
）

第
十
条

分
配
機
関
の
長
は
、
第
五
条
第
三
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
変
更
の
妥
当
性
に
つ
い
て
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
当
該
変
更
の
こ
の
指



八
頁

針
に
対
す
る
適
合
性
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
設
置
計
画
の
実
質
的

な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
本
文
の
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
の
こ
の
指
針
に
対
す
る
適
合
性
に
つ

い
て
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
生
命
倫
理
・
安
全
部
会
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に
基
づ
き
確
認
を

行
う
も
の
と
す
る
。

（
設
置
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
）

第
十
一
条

分
配
機
関
の
長
は
、
第
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ

の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

２

分
配
機
関
の
長
は
、
第
五
条
第
三
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
設
置
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら

な
い
事
項
に
限
る
。
）
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
る
も

の
と
す
る
。

（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
）

第
十
二
条

分
配
機
関
は
、
使
用
機
関
又
は
海
外
機
関
に
対
し
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
は
、
必
要
な
経
費
を
除
き
、
無
償
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
海
外
機
関
に
対
す
る
分
配
）



九
頁

第
十
三
条

分
配
機
関
に
よ
る
海
外
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
は
、
分
配
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

分
配
す
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
が
当
該
海
外
機
関
の
存
す
る
国
又
は
地
域
の
制
度
等
に
基
づ
き
承
認
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
当
該
海
外
機
関
の
存
す
る
国
又
は
地
域
の
制
度
等
を
遵
守
す
る
こ
と
。

三

分
配
を
受
け
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
、
他
の
機
関
に
対
し
て
分
配
し
な
い
こ
と
。

四

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
の
人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生

成
、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト
の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を

用
い
た
ヒ
ト
胚
の
作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。

五

基
礎
的
研
究
及
び
医
療
目
的
以
外
の
利
用
を
行
わ
な
い
こ
と
。

六

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
て
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
分
配
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
個
人
情
報
の
保
護
の
た

め
の
十
分
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
反
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
を
終
了

す
る
こ
と
。

２

分
配
責
任
者
は
、
海
外
機
関
に
対
し
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
分
配
し
た
と
き
は
、
分
配
の
結
果
を
記
載
し
た
報
告
書

を
作
成
し
、
分
配
機
関
の
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。



一
〇
頁

３

分
配
機
関
の
長
は
、
前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
写
し
を
倫
理
審
査
委
員
会
及

び
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
分
配
業
務
の
状
況
の
報
告
）

第
十
四
条

分
配
機
関
の
長
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
分
配
業
務
の
状

況
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２

分
配
機
関
は
、
分
配
業
務
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

３

分
配
機
関
は
、
分
配
業
務
に
関
す
る
資
料
の
提
出
、
調
査
の
受
入
れ
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
措

置
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
分
配
業
務
の
終
了
）

第
十
五
条

分
配
機
関
の
長
は
、
分
配
業
務
を
終
了
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
終
了
後
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
取
扱
い
に

つ
い
て
、
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
分
配
業
務
の
終
了
後
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
取
扱
い
の

妥
当
性
に
つ
い
て
、
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
生
命
倫
理
・
安
全
部
会
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
に

基
づ
き
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
針
不
適
合
の
公
表
）

第
十
六
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
取
扱
い
が
こ
の
指
針
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め



一
一
頁

る
者
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
を
定
め
る
件
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省

告
示
第
六
十
八
号
）
附
則
第
二
条
に
よ
る
廃
止
前
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
及
び
使
用
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十

六
年
文
部
科
学
省
告
示
第
七
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
文
部
科
学
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
設
置
計
画
は
、
第
五
条
第

一
項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
指
針
の
見
直
し
）

第
三
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
に
お
け
る
研
究
の
進
展
、
社
会
の
動
向
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応

じ
て
こ
の
指
針
の
規
定
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
見
直
し
は
、
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
の
意
見
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。



ヒトES細胞の取扱い（樹立・分配・使用）に関する関係指針の改正について
背景

指針改正案の概要

平成26年、再生医療推進に向けた法制度整備に伴い、ES細胞
の国内での使用条件を整備。その指針改正案に対し、CSTIより
「研究に係る国際協力等の観点も踏まえ、ヒトＥＳ細胞の医療
目的での海外機関への提供について、速やかに検討を行うこと
が望まれる」と指摘。
このCSTI指摘及びES細胞を使用した研究の進捗に伴う手続き
の見直しのため、文部科学省・厚生労働省において、ES関係指
針の改正案を検討。

• 人の体のあらゆる細胞に分化する能力（多能性）を持ち、医療への
応用が期待。

• 一方で、人の生命の萌芽であるヒト胚を滅失させて樹立することや、
生殖細胞（精子・卵子等）への分化を通じて個体の生成に結びつき
得るため、その取扱いは国の定める指針に基づいて行われる。

ヒトES細胞

１．ヒトES細胞の海外機関分配関係 ２．ES細胞研究の進捗を踏まえた規定の見直し

海外機関への臨床目的での分配を可能とする
（現行指針では、基礎研究目的のみ可能）

臨床応用を目的とする場合などにおいて、使用機関から
のES細胞の有償分配を可能とする
（樹立機関、分配機関からのES細胞の分配は従来通り無償を原則）

海外への分配については、従来の事前確認から事後報告
制とする
（海外分配したES細胞の適切な扱いは、分配先との契約等により担保）

研究現場の実態に合わせ、研究計画書の記載項
目の合理化、計画書の軽微変更等に関する規定
の整備、倫理審査委員会の要件の再整理
指針の利用しやすさの観点から、ES細胞の「樹
立」に関する指針（文科省・厚労省共管）、
「分配機関」に関する指針（文科省）、「使
用」に関する指針（文科省）に再整理



分配機関

胚の提供機関
（生殖補助医療機関）

胚の提供者

樹立機関
臨床利用機関

使用機関

ヒトES細胞

今回の指針改正について

血球細胞

参考

海外機関
（ 基礎研究 ／ ）

使用機関

ヒトES細胞の樹立

寄託された
細胞を分配

ES細胞を使用した
基礎研究の実施

国

内

海

外

樹立指針（文・厚） 使用指針（文）

分配機関指針（文）

有償可

有償可

有償可

再生医療の
臨床研究や
治験

再生医療等安全性確保法
・医薬品医療機器等法

（厚）

※樹立機関、使用機関、
臨床利用機関が同一の
場合もある。

臨床利用

指針を２つに
分けて再整理

新

新

新

新

新

海外分配を事前確認
から事後報告に

新


